
 

香美市まちづくり計画変更案について 

No. ご意見・ご提案 意見に対する市の考え方 

1 ・長期的な発展を目指すなら、産婦人科の創設 

・大荒の滝も、新型肝炎があった５月中旬に行ったがパンクしそうな岩・石

が多く、たどりつけなかった。（もし整備できないなら、それを全面に出し

たプロモーションをすべき） 

・大宮小の全国的な広報宣伝 

・各地に点在している花畑を集約化してインスタグラムしやすいように 

・老朽化している観光看板の刷新、多言語化（英・中・韓など） 

・R195の歩道整備（ジョキングコースなどでプロモーション） 

・JR新改駅などの活用（ここでしかできないものを開発とか） 

・香北に三つあるダムの観光放水 

 

今回の計画変更は、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特

例に関する法律が改正され、合併特例債の発行可能期間が５年延長され

たことに伴い、計画期間を延長するもので、こうほく３町村合併協議会

が合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方

針として策定した経過に鑑み、基本方針などの根本的な考え方を維持す

ることし、状況の変化によって現状との間に生じた明白な矛盾点につい

て、必要最低限の変更を行う方針としております。 
したがいまして、今回の変更では計画書にご提案のあった具体的な事

業の追加は行いませんが、ご意見いただいた内容には既に香美市まちづ

くり計画に盛り込まれているものもあり、今後の市政運営の参考とさせ

ていただきます。 

 


